
 

 

船舶事故調査報告書 
 

 

   船 種 船 名 油送船 KEOYOUNG SKY 

   ＩＭＯ番 号 ９０７３３２３ 

   総 ト ン 数 ４９８トン 

 

   船 種 船 名 漁船 誠丸 

   漁船登録番号 ＥＨ３－２４３７６ 

   総 ト ン 数 ４.８トン 

 

   事 故 種 類 衝突 

   発 生 日 時 平成２３年１月２３日 １６時４０分ごろ 

   発 生 場 所 山口県柳井
や な い

市平郡
へいぐん

島南東方沖 

           山口県周防
す お う

大島
おおしま

町所在の小水無瀬
こ み な せ

島
しま

灯台から真方位２３５°

４.８海里付近 

           （概位 北緯３３°４３.９′ 東経１３２°１８.８′） 

 

 

                       平成２５年２月１４日 

                運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                   委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                   委   員  庄 司 邦 昭 

                   委   員  根 本 美 奈 

 

 

要 旨 
 

＜概要＞ 

 油送船KEOYOUNG
キ ョ ー ヤ ン

 SKY
スカイ

は、船長及び一等航海士ほか７人が乗り組み、伊予
い よ

灘を東進中、

漁船 誠
まこと

丸は、船長ほか１人が乗り組み、伊予灘を西南西進して底びき網漁の操業中、

平成２３年１月２３日１６時４０分ごろ平郡島南東方沖において両船が衝突した。 

 誠丸は、船長が負傷し、船体左舷中央部に破損及び亀裂、プロペラ軸受に曲損及び

舵等に損傷が生じ、転覆して操舵室の計器類、機関等に濡損が生じた。 

 KEOYOUNG SKYは、球状船首に擦過傷を生じたが、死傷者はいなかった。 



 

 

＜原因＞ 

 本事故は、伊予灘の平郡島南東方沖において、KEOYOUNG SKYが東進中、誠丸が西南

西方に向けて底引き網による漁ろうに従事中、KEOYOUNG SKYの一等航海士が海図机付

近で後方を向いてKEOYOUNG SKYの行動予定を見ており、また、誠丸船長が船尾部で右

舷後方に伸びる引き綱を見ていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考

えられる。 

 KEOYOUNG SKYの一等航海士が、海図机付近で後方を向いてKEOYOUNG SKYの行動予定

を見ていたのは、１.５Ｍ付近にレーダーで映像を確認したとき、映像はKEOYOUNG 

SKYの右舷側を通過する他の漁船と思い、また、他の漁船以外には他船を認めていな

かったことによるものと考えられる。 

 誠丸の船長が、船尾部で右舷後方に伸びる引き綱を見ていたのは、誠丸は法定の形

象物を表示しており、数隻の僚船のそばにいれば、KEOYOUNG SKYが誠丸を避けてくれ

るものと思い込んでいたことによるものと考えられる。 
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１ 船舶事故調査の経過 
 

１.１ 船舶事故の概要 

 油送船KEOYOUNG
キ ョ ー ヤ ン

 SKY
スカイ

は、船長及び一等航海士ほか７人が乗り組み、伊予
い よ

灘を東進中、

漁船 誠
まこと

丸は、船長ほか１人が乗り組み、伊予灘を西南西進して底びき網漁の操業中、

平成２３年１月２３日１６時４０分ごろ平郡島南東方沖において両船が衝突した。 

 誠丸は、船長が負傷し、船体左舷中央部に破損及び亀裂、プロペラ軸受に曲損及び

舵等に損傷が生じ、転覆して操舵室の計器類、機関等に濡損が生じた。 

 KEOYOUNG SKYは、球状船首に擦過傷を生じたが、死傷者はいなかった。 

  

１.２ 船舶事故調査の概要 

 1.2.1 調査組織 

 運輸安全委員会は、平成２３年１月２４日、本事故の調査を担当する主管調査官 

（広島事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 

 1.2.2 調査の実施時期 

 平成２３年１月２５日、２月４日 現場調査及び口述聴取 

   

 1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 
 

２.１ 事故の経過 

 2.1.1 ＡＩＳ情報の記録による運航の経過 

 民間会社が受信したＡＩＳ情報の記録（以下「ＡＩＳ記録」という｡）によれ

ば、１６時００分０７秒から１６時４９分２６秒までの間におけるKEOYOUNG SKY

（以下「Ａ船」という｡）の運航状況は、次のとおりであった。 

(1) １６時００分０７秒、北緯３３°４１′４９.４″東経１３２°１１′ 

０９.６″において、船首方位０７４°（真方位、以下同じ｡）､対地針路 

０７４.８°及び１０.１ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ｡）で航

                         
 

 「船舶自動識別装置（ＡＩＳ：Automatic Identification System）」とは、船舶の識別符号、種

類、船名、船位、針路、速力、目的地、航行状態などの情報を各船が自動的に送受信し、船舶相互

間及び陸上局の航行援助施設等との間で情報交換できる装置をいう。 
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行した。 

(2) １６時１０分０７秒、北緯３３°４２′１６.２″東経１３２°１３′ 

０６.１″において、船首方位０７３°、対地針路０７３.０°及び１０.２

knの速力で航行した。 

(3) １６時２０分０７秒、北緯３３°４２′４４.６″東経１３２°１５′ 

０１.５″において、船首方位０７２°、対地針路０７１.９°及び１０.０

knの速力で航行した。 

(4) １６時３０分０７秒、北緯３３°４３′１７.５″東経１３２°１６′ 

５２.９″において、船首方位０７０°、対地針路０７１.０°及び９.８kn

の速力で航行した。 

(5) １６時４０分２６秒、北緯３３°４３′５４.０″東経１３２°１８′ 

４５.３″において、船首方位０６７°、対地針路０６８.３°及び９.７kn

の速力で航行した。 

(6) １６時４９分２６秒、北緯３３°４４′１３.１″東経１３２°１９′ 

４１.２″において、船首方位２０９°、対地針路２１４.４°及び５.８kn

の速力で航行した。 

また、ＡＩＳ記録によると、１６時３０分ごろＡ船の前方１.２海里（Ｍ）と 

１.５Ｍに２隻の同航船が航行していた。 

 

 2.1.2 乗組員の口述による事故の経過 

 Ａ船の船長（以下「船長Ａ」という。）及び一等航海士（以下「航海士Ａ」とい

う｡）並びに誠丸（以下「Ｂ船」という｡）の船長（以下「船長Ｂ」という｡）の口

述によれば、次のとおりであった。 

(1) Ａ船 

  Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか７人が乗り組み、平成２３年１月２２

日２１時５０分ごろ大韓民国の蔚山
うるさん

港を出港し、阪神港神戸区に向かった。 

 航海士Ａは、翌２３日１５時３０分ごろ昇橋し、１５時５０分ごろ、伊予

灘航路第５号灯浮標（以下、灯浮標については、「伊予灘航路」を省略す

る。）の東方１.３Ｍ付近において、Ａ船が針路約０７２°速力約１０.７kn

で航行中、二等航海士から船橋当直を引き継ぎ、その後、自動操舵により単

独で操船に当たり、推薦航路に沿って東進した。 

  航海士Ａは、１６時２０分ごろ、レーダーにより漁船（以下「Ｃ船」と

                         
 

 「推薦航路」とは、地形や潮流等の自然条件のみを考慮して海図に記載されたものをいい、法的

に規定されたものではない。推薦航路に沿って航行する船舶の多くは、海図に記載された基準針路

線の進行方向右側を航行している。 
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いう。）を約０９６°約２.５Ｍの所に探知するとともに、目視でも確認し、

レーダー画面に表示されたＣ船のエコートレイルによる映像の長さと方向

から、漁網を引いていること、及びＡ船の右舷側を通過するものと思った。 

  航海士Ａは、１６時３０分ごろレーダーで１.５Ｍの所に漁船らしきレー

ダーの映像を認めたとき、同映像は、右舷側を通過するＣ船であると思った

ので、船橋左舷後部の海図机において海図上でＡ船の船位を確認した後、同

机付近で後方を向いた姿勢でＡ船の行動予定を見ていた。 

  航海士Ａは、その後、弱い振動を感じて振り返って船首方を見たところ、

Ａ船船首が漁船の左舷中央部と衝突しており、Ｃ船と衝突したと思った。 

  航海士Ａは、船内時計で確認した時刻から、衝突時刻は、１６時４０分ご

ろであり、ＧＰＳプロッターで確認した衝突位置を海図に記入したところ、

小水無瀬島灯台から２３５°４.８Ｍ付近であった。 

  航海士Ａは、衝突当時、付近には衝突した漁船と本船以外には他の船舶を

認めていなかった。 

  船長Ａは、衝突を知って昇橋し、左舵一杯としてＡ船をＵターンさせ、転

覆している漁船に接近した後、二等航海士及び甲板長が、落水している漁船

乗組員に向けて救命浮環を投下して救助した。 

  (2) Ｂ船 

  Ｂ船は、船長Ｂ及び船長Ｂの親族（以下「同乗者Ｂ」という｡）が乗り組

み、コウイカ、カレイなどを対象とした底びき網漁の目的で平成２３年１月

２３日０５時００分ごろ愛媛県伊予市郡中港
ぐんちゅうこう

を僚船十数隻と共に出港し、

同港の西方約１７Ｍの漁場に向かった。 

  Ｂ船は、０７時００分ごろ、第７号灯浮標の東方２.６Ｍ付近において、

最初の投網を開始し、北東に向かう潮流に乗って網を引いた後、０９時１５

分ごろ山口県周防大島町の大水無瀬
お お み な せ

島及び小水無瀬島の東方で揚網を開始し

た。 

  Ｂ船は、その後も操業を繰り返し、１６時００分ごろ小水無瀬島の南西

方２.０Ｍ付近で第４回目の投網を行い、南西流に変わった潮流に乗り、西

南西方向にある第７号灯浮標に向けて網を引き始めた。 

  コウイカ、カレイなどを対象とした底びき網漁は、通常、潮流に乗って

網を引くが、船長Ｂは、日頃から、僚船の近くで操業していれば、集団で漁

ろうに従事している船舶と他船から認められ、Ｂ船等を１つの漁船群として

                         
 

 「エコートレイル」とは、レーダー画面上で現在表示されている物標映像と違う色で過去の物標

映像を一定期間表示する機能をいう。 
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他船が避航してくれると考えていたので、本事故当時も、西南西方約１Ｍで

操業する２隻の僚船から遠ざからないように気を付けていた。 

  船長Ｂは、Ｂ船が、潮流に乗って網を引き続けると南西方向に流されて

しまい、Ｂ船の西南西方で操業中の僚船から遠ざかってしまうので、僚船か

ら離れることがないよう、時々、リモコン操舵により右舵約３０°を取り、

Ｂ船を北西に向けて航行させ、潮流で流されるのを修正して西南西に進むよ

うに操船していた。 

  船長Ｂは、１６時１０分ごろ、Ｂ船を北西に向けて航行させていたとき、

左舷船首２０°～３０°の所にＡ船を含む３隻の東進する船舶を初認し、船

首を西南西に向けて航行させていた１６時２０分ごろには約３Ｍに、１６時

３０分ごろにも、接近を続けるＡ船を正船首付近に視認したものの、Ｂ船は

法定の形象物を表示しており、数隻の僚船のそばにいれば、Ｂ船を避けてく

れるものと思い、その後、船尾で右舷後方に伸びる引き綱を見ていた。 

  同乗者Ｂは、Ｂ船の左舷船首部で内側を向いてしゃがみ、採れた魚の選

別を行っていたが、選別作業が一段落して立ち上がったとき、Ｂ船の左舷側

４０～５０ｍの所に接近するＡ船に気付き、船尾部に立っていた船長Ｂに向

かって衝突することを知らせた後、自らも操舵室右舷後方に移動した。 

  Ｂ船は、船長Ｂが、リモコン操舵により右舵約３０°を取っていたこと

により、約２.１knで北西に向首していたが、何もできないまま、Ａ船の船

首と左舷中央部とが衝突した。 

  Ｂ船は、衝突後、転覆し、落水した船長Ｂは、Ａ船乗組員が投じた救命

浮環にしがみついた後、Ａ船に引き揚げられ、同乗者Ｂは、落水後、転覆し

たＢ船船底に自力ではい上がり、僚船に救助された。 

  船長Ｂ及び同乗者Ｂは、救命胴衣を着用していなかった。 

 

 本事故の発生日時は、平成２３年１月２３日１６時４０分ごろで、発生場所は、

小水無瀬島灯台から２３５°４.８Ｍ付近であった。 

（付図１ 事故発生場所及び周辺、付図２ 推定航行経路図、付表１ Ａ船の  

ＡＩＳ記録、写真１ Ａ船の損傷状況、写真２ 転覆しているＢ船、写真３ Ｂ

船の損傷状況 参照） 

 

２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷に関する情報 

  (1) Ａ船 

 船長Ａの口述によれば、死傷者はいなかった。 

(2) Ｂ船 
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船長Ｂの口述及び診断書によれば、船長Ｂが、頭部打撲、左大腿打撲及び嚥

下性肺炎を負った。 

 

２.３ 船舶等の損傷に関する情報 

  (1) Ａ船 

 船長Ａの口述によれば、Ａ船には、球状船首上方に擦過傷が生じた。 

  (2) Ｂ船 

船長Ｂの口述によれば、Ｂ船には、左舷中央部に破損及び亀裂、プロペラ軸

受に曲損及び舵等に損傷が生じ、転覆して操舵室の計器類、機関等に濡損が生

じた。 

（写真１ Ａ船の損傷状況、写真２ 転覆しているＢ船、写真３ Ｂ船の損傷状況 

参照） 

 

２.４ 乗組員に関する情報 

  (1) 性別、年齢、海技免状等 

    航海士Ａ 男性 ４２歳 国籍 大韓民国 

     四級航海士（大韓民国発給） 

      交付年月日 ２００８年１月９日 

            （２０１３年１月８日まで有効） 

    船長Ｂ 男性 ３６歳 

     一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

      免許登録 日 平成１７年３月３日 

      免許証交付日 平成２２年３月１日 

             （平成２７年３月２日まで有効） 

  (2) 主な乗船履歴等 

    ① 航海士Ａ 

航海士Ａの口述によれば、次のとおりであった。 

ａ 主な乗船履歴 

約１１年間の乗船経歴があり、Ａ船には約３年間乗船していた。海技免

状を約３年前に取得し、二等航海士として約３か月間乗船した後、一等航

海士職に就いており、伊予灘の航行経験は数多くあった。 

ｂ 健康状態 

 視力は、裸眼で両眼共に０.２で眼鏡を使用し、矯正視力は両眼共に 

０.５で、聴力に異常はなく、健康状態は良好であり、アルコール類は摂

取していなかった。 
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   ② 船長Ｂ 

船長Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

ａ 主な乗船履歴 

 １８歳ごろから家族と共に伊予灘で底びき網漁に従事していた。平成６

年に家族がＢ船を所有するようになり、平成１４年ごろに四級小型船舶操

縦士免許を取得後、一級小型船舶操縦士免許を取得した。伊予灘での数多

くの操業経験があった。 

ｂ 健康状態 

矯正視力が右眼１.２、左眼１.０であり、聴力に異常はなく、健康状態

は良好で、アルコール類の摂取はしていなかった。 

 

２.５ 船舶等に関する情報 

 2.5.1 船舶の主要目 

   (1) Ａ船 

     ＩＭＯ番 号  ９０７３３２３ 

     船 籍 港  大韓民国 済州
チェジュ

 

     船舶所有 者  KEOYOUNG SHIPPING COMPANY LIMITED（大韓民国） 

     総 ト ン 数  ４９８トン 

     Ｌ ×Ｂ ×Ｄ  ６３.８２ｍ×１０.００ｍ×４.５０ｍ 

     船    質  鋼 

     機    関  ディーゼル機関１基 

     出    力  ７３５ｋＷ 

     推 進 器  固定ピッチプロペラ１個 

     進 水 年 月  １９９３年６月 

   (2) Ｂ船 

     漁船登録番号  ＥＨ３－２４３７６ 

     主たる根拠地  愛媛県伊予市 

     船舶所有 者  個人所有 

     総 ト ン 数  ４.８トン 

     Ｌｒ×Ｂ×Ｄ  １１.９４ｍ×３.０６ｍ×０.９２ｍ 

     船    質  ＦＲＰ 

     機    関  ディーゼル機関１基 

     出    力  ４８ｋＷ（動力漁船登録票による） 

     推  進  器  固定ピッチプロペラ１個 

     進水年月 日  平成６年３月１５日 
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 2.5.2 運動性能等 

  Ａ船 

Ａ船の操舵室内に掲示されていた操縦性能特性及び海上公試運転成績書によれば、

次のとおりであった。 

(1) 速力及び主機関回転数 

速力区分 対水速力（kn） 機関回転数毎分（rpm） 

全速力前進 １０.５ ３００ 

半速力前進 ９.０ ２５５ 

微速力前進 ７.５ ２００ 

極微速力前進 ６.０ １９０ 

(2) 旋回性能等（発令時の速力 １１.１４０kn、舵角３５°） 

    ① 左旋回 

      最大縦距
 ２０４ｍ  最大横距

 １７０ｍ 

    ② 右旋回 

      最大縦距 ２０６ｍ  最大横距 １５３ｍ 

    ③ 回頭に要する時間及び縦距離 

 

 

 

 

 

 

④ 船体停止までの所要時間 

出力状態４／４、３２７rpmで前進中から全速力後進として船体が停止

するまで 

      所要時間 ３分０６秒 

 

 2.5.3 積載状態 

   (1) Ａ船 

 船長Ａの口述によれば、Ａ船は、潤滑油約６００ｍ3を積載し、出港時の

                         
 

 「最大縦距」とは、転舵により船の重心が描く軌跡（旋回圏）において、転舵時の重心位置から

原針路上における重心の最大縦移動距離をいう。 
 

 「最大横距」とは、転舵により船の重心が描く軌跡（旋回圏）において、原針路から真横方向へ

の重心の最大横移動距離をいう。 

 

回頭角度 

左  転 右  転 

時間 距離 時間 距離 

 １５° １４秒   ８６ｍ  １３秒   ７９ｍ 

 ３０°  ２１秒  １２３ｍ  ２０秒  １１４ｍ 

 ６０°  ３１秒  １６６ｍ  ３０秒  １５３ｍ 
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喫水は、船首約３.００ｍ、船尾約４.３０ｍであった。 

   (2) Ｂ船 

 船長Ｂの口述によれば、Ｂ船の出港時の喫水は、船首約０.４ｍ、船尾約

１.０ｍであった。 

 

 2.5.4 主な航海設備等 

   (1) Ａ船 

① 操舵室には、前部天井中央部に左から順に風向計、風速計、傾斜計、舵

角指示器及び船内時計が設置され、天井左舷側には、ＧＰＳ表示器がつり

下げられていた。前部中央には、ジャイロコンパスのレピーターがあり、

その右舷側前面の壁には、火災制御装置が、左舷側には、ＶＨＦ無線電話

装置、ＡＩＳ表示器、ナブテックス受信機及びＧＰＳプロッターがそれ

ぞれあった。 

操舵室の中央には、操舵スタンドがあり、その右舷側には、主機操縦ハ

ンドルや機関関連機器の表示ランプなどが組み込まれたコンソールがあり、

左舷側には、レーダー２台が配置され、そのうちの左側を１号レーダー、

右側を２号レーダーと呼び、両方ともＡＲＰＡ機能がないものであった

が、１号レーダーにはエコートレイル機能が備えられていた。 

操舵室の後部左舷側には、海図机が設置され、後部中央付近には航海灯

のスイッチ、カーゴタンク液面計及び温度計が、後部右舷側には、   

ＧＭＤＳＳ関連機器等がそれぞれ設置されていた。 

② 船長Ａ及び航海士Ａの口述によれば、次のとおりであった。 

ａ 船体、機関及び機器類に不具合又は故障はなく、機関をいつでも使用

できる状態としていた。 

ｂ レーダーは、本事故当時、２台ともノースアップとし、１号レー 

ダーを３Ｍレンジで、２号レーダーを１.５Ｍレンジでそれぞれ使用し

                         
 

 「ナブテックス受信機」とは、航行警報、気象警報等の海上安全情報を自動受信して印字する装

置をいう。同情報は、主として沿岸から約３００Ｍまでを航行する船舶に対して提供される。 
 

 「ＡＲＰＡ」とは、Automatic Radar Plotting Aids の略記であり、自動衝突予防援助装置をい

い、レーダーで探知した他船の位置の変化をコンピューターで自動的に処理させ、他船の針路、速

力、最接近時間及び最接近距離、将来予測位置などを表示させるとともに、他船との接近により衝

突の危険が予測される場合に警報を発する機能を有する装置をいう。 
 

 「ＧＭＤＳＳ（Global Maritime Distress and Safety System）」とは、衛星通信技術やデジタ

ル通信技術を利用した船舶の遭難及び安全通信を行うシステムをいう。１９９２年から導入され、

１９９９年にこれまでのモールス通信体制からＧＭＤＳＳ体制に完全移行した。 
 

 「ノースアップ（North Up）」とは、レーダー画面の真上が真方位０００°となる表示方法（真

方位指示）をいう。レーダー画面の真上が常に真方位０００°となるので、針路を変更しても船首

輝線が新針路に向くだけであり、周囲の船舶、陸岸、防波堤などの映像は移動しない。 
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ており、１号レーダーはオフセンターを使用して中心を約２Ｍずらし

ていた。 

③ ＧＰＳアンテナは、コンパスブリッジデッキ上のレーダーマスト左舷前

方に設置されており、船体中心線から左舷側約３.４ｍ、船首端から約 

５１ｍに位置していた。 

   (2) Ｂ船 

① 船長Ｂの口述によれば、操舵室には、レーダー、ＧＰＳプロッター、魚

群探知機及び漁業無線装置が設置されていた。 

② 船長Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

ａ 船体、機関及び機器類に不具合又は故障はなく、機関をいつでも使用

できる状態としていた。また、Ｂ船には汽笛がなかった。 

ｂ レーダーは、１.５Ｍレンジのヘッドアップ表示としていた。 

 

２.６ 操業中のＢ船の漁具及び形象物に関する情報 

 船長Ｂ及び同乗者の口述によれば、本事故当時、Ｂ船の操業状況は次のとおりで 

あった。 

(1) 漁具 

直径約１０mm長さ約２００ｍのワイヤロープと直径約２６mm長さ約１５０ｍ

の合成繊維製ロープをつないで引き綱としており、この引き綱を船尾の両舷か

ら出し、その先端に長さ約１７.５ｍのビームを取り付け、チェーンを沈子
ち ん し

と

し、袖網
そであみ

、天井網
てんじょうあみ

及び袋網
ふくろあみ

で構成される長さは約２５ｍの網を接続していた。 

本事故当時は、ワイヤロープを約５０ｍ短くしていたので、Ｂ船船尾端から

網の後端までの漁具の長さは、約３５０ｍであった。 

(2) 形象物及び灯火の状況 

Ｂ船は、漁ろうに従事している船舶を示す法定の黒色鼓形形象物１個を表示

していた。 

  

２.７ 気象及び海象に関する情報 

 2.7.1 気象観測値 

 本事故発生場所の北約１０.０Ｍに位置する周防大島町所在の安下庄
あげのしょう

地域気

                         


 「オフセンター（Off Center）」とは、レーダー画面での自船の位置を針路と反対方向に偏心さ

せ、自船の前方の監視領域を広くする表示方法（偏心指示方式）をいう。 


 「ヘッドアップ（Head Up）」とは、レーダー画面の真上が船首方向となる表示方法（相対方位指

示）をいう。レーダー画面の真上が船首方向となり固定されるため、針路を変更すると周囲の船舶、

陸岸、防波堤などの映像は移動する。 
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象観測所における本事故当時の観測値は、次のとおりであった。 

１６時４０分 風向 北北東、風速 ０.６m/s、降水量 ０.０mm、気温 

７.２℃ 

 

 2.7.2 乗組員の観測 

   (1) 航海士Ａの口述によれば、次のとおりであった。 

 天気は快晴、風向は北西、風力は４～５であり、波高は約０.５ｍ、視界

は良好であった。 

   (2) 船長Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

 天気は晴れ、風向は北寄りであり、波はほとんどなく、視界は良好であっ

た。 

 

 2.7.3 潮汐、潮流及び水域 

    海上保安庁刊行の潮汐表、瀬戸内海水路誌、海図等によれば、次のとおりで

あった。 

 本事故当時、愛媛県大洲市
お お ず し

青
あお

島（伊予灘）における潮汐は、下げ潮の末期に

当たり、本事故発生場所の東南東方約５.２Ｍに当たる小水無瀬島灯台の南南

東５.２Ｍ付近における潮流は、１２時５７分が転流時であり、１６時０３分

が南西流最強の約０.９kn、１８時５１分が転流時となり、本事故当時の現場

付近の潮流は、南西流で流速は約０.９knであった。 

 また、釣
つる

島
しま

沖から青島沖に至る海域では底びき網漁業が行われる。 

 

 

３ 分 析 
 

３.１ 事故発生の状況 

 3.1.1 事故発生に至る経過 

 ２.１及び２.６から、Ａ船及びＢ船の運航の経過は、次のとおりであったものと

考えられる。 

   (1) Ａ船 

① Ａ船は、１５時５０分ごろ、第５号灯浮標の東方１.３Ｍ付近において、

針路約０７２°速力約１０.７knで自動操舵により航行した。 

② 単独で船橋当直を行っていた航海士Ａは、１６時２０分ごろ、レーダー

でＣ船を０９６°２.５Ｍ付近に探知して目視でも確認し、エコートレイ

ルによる映像を見てＣ船は漁網を引いており、Ａ船の右舷側を通過して行
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くものと思った。 

③ 航海士Ａは、１６時３０分ごろ、レーダーで約１.５Ｍに映像を認めた

とき、同映像はＡ船の右舷側を通過するＣ船と思い、また、Ｃ船以外には

他船を認めていなかったので、船橋左舷後部の海図机の海図でＡ船の船位

を確認した後、海図机付近で後方を向いてＡ船の行動予定を見ていた。 

④ Ａ船は、航海士ＡがＢ船に気付かずに航行し、船首とＢ船の左舷中央部

が衝突した。 

   (2) Ｂ船 

① Ｂ船は、１６時００分ごろ小水無瀬島の南西方２.０Ｍ付近で第４回目

の投網を行い、南西の潮流に乗り、西南西方向にある第７号灯浮標に向け

て底引き網を引き始めた。 

② 船長Ｂは、Ｂ船が、潮流に乗って網を引き続けると南西方に流されてし

まい、Ｂ船の西南西方で操業中の僚船から遠ざかるので、僚船から離れる

ことがないよう、時々、リモコン操舵により右舵約３０°を取り、Ｂ船を

北西に向首して航行させ、潮流による圧流を修正して西南西に進むように

操船していた。 

③ 船長Ｂは、１６時１０分ごろ左舷船首２０°～３０°の所に他の２隻と

共に東進するＡ船を初認し、１６時２０分ごろ及び１６時３０分ごろには

接近を続けるＡ船を正船首付近に視認したものの、Ａ船が避けてくれるも

のと思い込み、その後、船尾部で右舷後方に伸びる引き綱を見ていた。 

④ 同乗者Ｂは、Ｂ船の左舷船首部で魚の選別作業が一段落して立ち上がっ

たとき、Ｂ船の左舷側４０～５０ｍの所に接近するＡ船に気付き、船尾部

で立っていた船長Ｂに衝突することを知らせた後、操舵室右舷後方に移動

した。 

⑤ Ｂ船は、船長Ｂがリモコン操舵により右舵約３０°を取っていたことに

より、約２.１knで北西に向首していた状態でＡ船と衝突した。 

 

 3.1.2 事故発生日時及び場所 

 ２.１から、本事故の発生日時は、平成２３年１月２３日１６時４０分ごろで、 

発生場所は、小水無瀬島灯台から２３５°４.８Ｍ付近であった。 

 

 3.1.3  死傷者等の状況 

  ２.２から、船長Ｂが頭部打撲、左大腿打撲及び嚥下性肺炎を負ったものと考え

られる。 
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3.1.4 損傷の状況 

   ２.３から、Ｂ船には、左舷中央部に破損及び亀裂、プロペラ軸受に曲損及び舵

等に損傷が生じ、転覆して操舵室の計器類、機関等に濡損が生じたと推定され、Ａ

船には、球状船首上方に擦過傷が生じたものと推定される。 

   

３.２ 事故要因の解析 

 3.2.1 乗組員等及び船舶の状況 

   (1) 乗組員等 

 ２.４(1)から、航海士Ａ及び船長Ｂは、適法で有効な海技免状を有してい

た。 

   (2) 船舶 

    ① Ａ船 

 2.5.4(1)②から、本事故当時、船体、機関及び機器類に不具合又は故障

はなかったものと考えられる。 

    ② Ｂ船 

 2.5.4(2)②から、本事故当時、船体、機関及び機器類に不具合又は故障

はなかったものと考えられる。 

 

3.2.2  Ｃ船とＢ船の関係     

  次のことから、航海士Ａが視認したＣ船はＢ船ではなかったものと考えられる。 

   (1) 2.1.2から、航海士Ａが１６時２０分ごろ、レーダーで探知したＣ船は、

Ａ船から０９６°２.５Ｍ付近の位置であり、そこから衝突した時刻、場所

に至るためには、北北東の針路で約４.５knの速力として航行することが必

要なものと考えられること。 

(2) 2.1.2及び2.7.3から、Ｂ船は、１６時００分ごろから、南西に流れる約

０.９knの潮流に乗り、潮流による圧流を修正しながら西南西に速力約３kn

で網を引いて航行していたものと考えられること。 

したがって、Ｃ船が、衝突した時刻、場所に至る針路及び速力は、Ｂ船と

異なるため、Ｃ船はＢ船ではなかった。 

 

3.2.3  Ａ船及びＢ船の見張りの状況 

  ２.１から、次のとおりであったものと考えられる。 

(1) Ａ船 

① 航海士Ａは、１６時２０分ごろ、０９６°２.５Ｍ付近にＣ船をレー 

ダーで探知して目視でも確認したが、エコートレイルによる映像を見てＣ



- 13 - 

船は漁網を引いており、Ａ船の右舷側を通過して行くものと思った。 

② 航海士Ａは、１６時３０分ごろ、レーダーで約１.５Ｍに映像を認めた

とき、同映像はＡ船の右舷側を通過するＣ船と思い、また、後記④のとお

り、Ｃ船以外には他船を認めていなかったので、船橋左舷後部の海図机の

海図でＡ船の船位を確認した後、海図机付近で後方を向いてＡ船の行動予

定を見ていた。 

③ 航海士Ａは、海図机付近で後方を向いてＡ船の行動予定を見ており、衝

突するまで、Ｂ船に気付かずに航行していた。 

④ Ａ船の周囲の船舶の状況は、１６時２０分ごろ前方４.４Ｍ付近にＢ船

とその約１Ｍ手前にＢ船の僚船がおり、また、１６時３０分ごろ、前方 

２.２Ｍ付近にＢ船とその約１Ｍ手前にＢ船の僚船がおり、Ａ船の前方 

１.２Ｍと1.５Ｍ付近にはＡ船と同航する船舶がいたが、航海士Ａは、衝

突時、付近には衝突した漁船と本船以外には船舶はいなかったと口述して

いることから、周囲の状況を確認していなかったものと考えられる。 

   (2) Ｂ船 

 船長Ｂは、１６時１０分ごろＡ船を初認し、その後、接近するＡ船を視認

していたものの、Ｂ船は法定の形象物を表示しており、数隻の僚船のそばに

いれば、Ａ船がＢ船を避けてくれるものと思い込み、１６時３０分ごろから

は船尾部で右舷後方に伸びる引き綱を見ていたことから、同乗者ＢにＡ船と

衝突することを知らされるまで、Ｂ船に接近するＡ船に気付いていなかった

ものと考えられる。 

（付図２ 推定航行経路図 参照） 

 

 3.2.4 気象及び海象の状況 

 ２.７から、本事故当時、本事故発生場所付近では、天気晴れ、北北東の風、風

力１、視界は良好であり、潮汐は下げ潮の末期に当たり、約０.９knの南西流が 

あったものと考えられる。 

 

 3.2.5 事故発生に関する解析 

 ２.１、２.６、3.2.2及び3.2.4から、次のとおりであったものと考える。 

 (1) Ａ船 

① 航海士Ａは、１５時３０分ごろ昇橋し、１５時５０分ごろ、第５号灯浮

標の東方１.３Ｍ付近において、Ａ船が針路約０７２°速力約１０.７knで

航行中、二等航海士から船橋当直を引き継ぎ、自動操舵により、単独で操

船に当たった。 
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② 航海士Ａは、１６時２０分ごろ、レーダーにより、０９６°２.５Ｍ付

近にＣ船を探知して目視でも確認し、エコートレイルによる映像を見てＣ

船は漁網を引いており、Ａ船の右舷側を通過していくものと思ったが、前

方４.４Ｍ付近のＢ船に気付かなかった。 

③ 航海士Ａは、その後、１６時３０分ごろ、１.５Ｍ付近にレーダーで映

像を確認したとき、映像はＡ船の右舷側を通過するＣ船と思い、また、Ｃ

船以外には他船を認めていなかったので、船橋左舷後部の海図机の海図で

船位を確認した後、海図机付近で後方を向いてＡ船の行動予定を見ていた。 

④ 航海士Ａは、海図机付近で後方を向いてＡ船の行動予定を見ていたこと

から、Ｂ船に気付かずに航行し、１６時４０分ごろＡ船とＢ船とが衝突し

た。 

 (2) Ｂ船 

① Ｂ船は、１６時００分ごろ小水無瀬島の南西方約２.０Ｍで第４回目の

投網を行い、南西の潮流に乗り、西南西方向にある第７号灯浮標に向けて

底引き網を引き始めた｡ 

② 船長Ｂは、日頃から、僚船の近くで操業していれば、集団で漁ろうに従

事している船舶と認められ、他の船舶がＢ船等を避航してくれると考えて

いたことから、本事故当時も、西南西方約１Ｍで操業する２隻の僚船から

遠ざからないように気を付けていた。 

③ 船長Ｂは、Ｂ船が、潮流に乗って網を引き続けると南西方に流されてし

まい、Ｂ船の西南西方で操業中の僚船から遠ざかるので、僚船から離れる

ことがないよう、時々、リモコン操舵により右舵約３０°を取り、北西に

向首して航行させ、潮流による圧流を修正して、西南西に進むように操船

していた。 

④ 船長Ｂは、１６時１０分ごろ左舷船首２０°～３０°の所にＡ船を含む

３隻の東進する船舶を初認し、その後、接近するＡ船を正船首付近に視認

していたものの、Ｂ船は法定の形象物を表示しており、数隻の僚船のそば

にいれば、Ａ船がＢ船を避けてくれるものと思い込み、１６時３０分ごろ

からは船尾部で右舷後方に伸びる引き綱を見ていた｡ 

⑤ 船長Ｂは、船尾部で右舷後方に伸びる引き綱を見ていたことから、同乗

者Ｂに知らされるまで、Ｂ船に接近するＡ船に気付かず、Ｂ船とＡ船が衝

突した。 
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４ 結 論 
 

４.１ 原因 

 本事故は、伊予灘の平郡島南東方沖において、Ａ船が東進中、Ｂ船が西南西方に向

けて底引き網による漁ろうに従事中、航海士Ａが海図机付近で後方を向いてＡ船の行

動予定を見ており、また、船長Ｂが船尾部で右舷後方に伸びる引き綱を見ていたため、

両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

 航海士Ａが、海図机付近で後方を向いてＡ船の行動予定を見ていたのは、１.５Ｍ

付近にレーダーで映像を確認したとき、映像はＡ船の右舷側を通過するＣ船と思い、

また、Ｃ船以外には他船を認めていなかったことによるものと考えられる。 

 船長Ｂが、船尾部で右舷後方に伸びる引き綱を見ていたのは、Ｂ船は法定の形象物

を表示しており、数隻の僚船のそばにいれば、Ａ船がＢ船を避けてくれるものと思い

込んでいたことによるものと考えられる。 

 

４.２ その他判明した安全に関する事項 

 航海士Ａは、衝突当時、付近には衝突した漁船と本船以外には他の船舶は認めてい

なかったが、Ａ船の周囲の船舶の状況は、１６時２０分ごろ前方４.４Ｍ付近にＢ船

とその約１Ｍ手前にＢ船の僚船がおり、また、１６時３０分ごろ、前方２.２Ｍ付近

にＢ船とその約１Ｍ手前にＢ船の僚船がおり、Ａ船の前方１.２Ｍと1.５Ｍ付近には

Ａ船と同航する船舶がいたことから、周囲の状況を確認していなかったものと考えら

れるが、本事故当時は、視界も良く、風力１であり、波浪の影響も考えられないので、

目視及びレーダーの見張りを適切に行っていれば、他船の状況を把握できた可能性が

あると考えられる。 

 

 

５ 再発防止策 
 

 本事故は、伊予灘の平郡島南東方沖において、Ａ船が東進中、Ｂ船が西南西方に向

けて底引き網による漁ろうに従事中、航海士Ａが、Ｃ船はＡ船の右舷側を通過すると

思うとともに、Ｃ船以外には他船を認めていなかったので、海図机付近で後方を向い

てＡ船の行動予定を見ており、また、船長Ｂが、Ｂ船は法定の形象物を表示しており、

数隻の僚船のそばにいれば、Ａ船がＢ船を避けてくれるものと思い込み、船尾部で右

舷後方に伸びる引き綱を見ていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考

えられる。 

 航海士Ａは、衝突当時、付近には衝突した漁船と本船以外には他の船舶は認めてい



- 16 - 

なかったが、Ａ船の周囲の船舶の状況は、１６時２０分ごろ、前方４.４Ｍ付近にＢ

船とその約１Ｍ手前にＢ船の僚船がおり、また、１６時３０分ごろ、前方２.２Ｍ付

近にＢ船とその約１Ｍ手前にＢ船の僚船がおり、Ａ船の前方１.２Ｍと1.５Ｍ付近に

はＡ船と同航する船舶がいたことから、周囲の状況を確認していなかったものと考え

られるが、本事故当時は、視界も良く、風力１であり、波浪の影響も考えられないの

で、目視及びレーダーの見張りを適切に行っていれば、他船の状況を把握できた可能

性があると考えられる。 

 したがって、船橋当直者は、常時適切な見張りを行い、周囲の他船の状況を正確に

把握して航行する必要があり、また、他船と衝突の虞があるときは、衝突を避けるた

めの協力動作をとる必要がある。 
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付図１ 事故発生場所及び周辺 
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付図２ 推定航行経路図 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録 
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写真１ Ａ船の損傷状況 
 

 

 

 

 

 

擦過傷 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

写真２ 転覆しているＢ船 
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写真３ Ｂ船の損傷状況 
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